
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年１２月１２日 ０５時０７分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方
は か た

港南東方沖 

 今治市所在の六ツ瀬
む つ せ

灯標から真方位０９７°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°１１.５′ 東経１３３°０９.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 もみじ、１９トン 

   ２９５－４４７６０愛媛、浅川造船株式会社 

Ｂ 台船 ＳＡ
エスエー

－３号、約５６５トン 

   なし、株式会社吉忠本社 

Ｃ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.９５トン 

   ＥＨ３－４４６０１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

Ｃ 船首張出し甲板及びバルバスバウに損傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、Ｂ船を押して押船列（以下

「Ａ船押船列」という。）を構成し、伯方港南東方沖を約８ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵によって北進中、

船長Ａが、平成２４年１２月１２日０５時０２分ごろ、右舷前方約

１,０００ｍ付近にＣ船の白灯及び紅灯を視認したので、レーダーで

確認し、西に向かう漁船と判断したが、漁船はいつも至近距離になっ

てから避けるので、いずれＣ船が避けてくれるものと思い、同じ針路

及び速力で航行した。 

船長Ａは、探照灯をＣ船に向けて照射し、続いて汽笛を吹鳴した

が、Ｃ船が針路を変更せずにＡ船押船列に接近してきたので、衝突直

前に左舵一杯とし、機関を後進にかけたが、０５時０７分ごろＢ船の

右舷船首部とＣ船の船首部とが衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、伯方港南東方沖を約１０kn の速

力で手動操舵によって西進中、船長Ｃが、０４時５７分ごろ、左舷前

方約１,０００ｍ以上の所にＡ船の白灯、緑灯及び橙色の回転灯を視



 

認したが、Ｃ船がＡ船よりも速いと判断し、Ｃ船がＡ船の船首方を通

過できるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 

船長Ｃは、衝突直前に危険を感じ、右舵一杯とし、機関を停止した

が、Ｃ船とＢ船とが衝突した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし 

その他の事項 

 

Ａ船は、マスト灯２個、舷灯及び船尾灯のほか、橙色の回転灯を点

灯していた。 

Ｂ船は、舷灯を点灯していた。 

Ｃ船は、マスト灯、舷灯及び船尾灯を点灯していた。 

Ｃ船は、レーダーがなかった。 

船長Ｃは、Ｂ船の灯火を視認しなかった。 

船長Ｃは、汽笛を吹鳴しなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船押船列は、伯方港南東方沖を北進中、船長Ａが、右舷前方にＣ

船を認めた際、漁船はいつも至近距離になってから避けるので、いず

れＣ船が避けるものと思い、衝突直前まで針路及び速力を保持して航

行したことから、Ｂ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

 Ｃ船は、伯方港南東方沖を西進中、船長Ｃが、左舷前方にＡ船を認

めた際、Ｃ船がＡ船よりも速いと判断し、Ｃ船がＡ船の船首方を通過

できるものと思い、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行したこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、伯方港南東方沖において、Ａ船押船列が北進中、

Ｃ船が西進中、両船長が、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行

したため、Ｂ船とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船を右舷側に見る場合には、衝突の虞を判断し、衝突の虞があ

る場合には、変針又は減速するなどして他船の進路を避けるこ

と。 

 




